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新春講演会第１部

新春講演会・新年

テーマ：「ことばと書法の関連性」    講師：根本  知 氏（書道家）

根本  知（ねもと  さとし）
埼玉県越谷市出身。2013年、書道家の博士号を取得。
2024年、NHK 大河ドラマ「光る君へ」題字揮毫お
よび書道指導。腕時計ブランド「GrandSeiko」へ
の作品提供（2018）やNY での個展開催（2019）な
ど創作活動も多岐に渡る。講演会の客席の様子

【講演要旨】
　一般的な書道教室へ通い、段位を取得された根本氏は、
中学生のときに家庭教師の先生が持ってきた、ある「巻物」
に出会います。
　きれいな字とはまったく違う不思議な文字が並び、紙の
存在感が強くて、文字が主役じゃないように見えたと根本氏。
　なぜこんな形なのか、なぜこう書くのか、疑問が次々に
湧き、ここから完全に書の世界に引き込まれていきました。
　ご講演のなかでは、古代中国で甲骨に刻み込まれた甲骨
文字から始まり､篆書（てんしょ）、 隷書（れいしょ）、草書
（そうしょ）、行書（ぎょうしょ）、楷書（かいしょ）といっ
た、文字そのものの歴史を振り返り、平安時代には単なる
文字としてだけでなく、漢字を基にした平仮名や片仮

名が生まれ発展し、現代の日本語の豊かさを支える重要な
要素であることがわかります。
　そして書法は単なる文字を書く技術にとどまらず、文化
や歴史さらにはその瞬間の感情をも反映することができる、
深い意味を持つ技術だと理解することができました。
　今は AI が文章を書き、絵を描き、音楽を作る時代です。
効率や再現性は、これからますます機械が担うでしょう。
　では人に残るものは何なのか､ それは「一回性」、「身体
性」、「間」です。
　皆さんはペンでどんな文字を描きますか？文字のバラン
ス、綺麗さなどのほかに、美しさや面白さなどにも目を向
けると、表現力を更に深く理解することができるかもしれ
ません。
　「書は過去の文化ではなく、むしろ未来に向けた表現で
ある」。根本氏の想いが講演会場を『書』の世界に包み込
みました。

新年賀詞交歓会第２部
　新年賀詞交歓会では、はじめに大越会長の主催者挨拶が
あり、品川税務署長の石﨑浩文様、品川区長の森澤恭子様、
品川都税事務所長の藤浩之様からご来賓の祝辞をいただき
ました。
　大越会長からは経済状況を踏まえ税収入への期待、また
法人会員同士の更なる交流、活性化へと抱負を述べられま
した。
　新年の挨拶や参加者同士の交流を目的とした賀詞交歓会
には、会員のほか多数のご来賓、関係者らが出席。出席者
は互いに近況を報告し合うなど和やかに交流を深め、飛躍
の年に相応しいスタートとなりました。

記・写真／広報委員長　唐澤 雅樹挨拶する大越会長

令和８年
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区長に収益を寄付しました ― 青年部会Kids Work Tax贈呈式 ―

　1月８日 (木)、品川法人会青年部会は、2025年に行っ
た租税教育活動「Kids Work Tax」で得た収益を寄付す
るため、品川区役所にて品川区への贈呈式を行いました。
　９回目を迎えた「Kids Work Tax」は第一次産業体験
で収穫した野菜を基に、昨年９月にしながわ宿場まつり
で「キッズ屋台村」と称して模擬経営体験するイベント
を開催。総勢100名が参加し、過去最大の盛り上がりを
見せました（「キッズ屋台村」については 601号に掲載）。
　参加した子供たちと話し合った結果、しながわ宿場ま
つりの収益は品川区の児童施設の拡充に関する区の事業
に活用していただくように寄付する先を決めて、贈呈式
でお願いして参りました。
　贈呈式当日も、例年の倍となる小学生が駆けつけてく
れました。
　柳川部会長、津止税制部担当副部会長の各種報告後、小
学生主体で森澤区長へ嘆願書・目録の贈呈を行いました。
　なお、当日はケーブルテレビ品川の撮影のほか、品川
区の「しながわ写真ニュース」でも取り上げていただき
ました。 

記／広報委員　井田 達哉

賀詞交歓会 令和８年１月22日（木）午後４時～　
於:きゅりあん

報告をする津止副部会長挨拶をする柳川部会長

森澤区長と参加した小学生のみなさま

賀詞交歓会の光景

ご来賓より祝辞をいただきました (左から石﨑署長、森澤区長、藤所長 )
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森澤区長へ要望書を提出する税制委員
（右から伊東副会長、森澤区長、
神野税制委員長、小貫委員）

　税制委員会では、全法連理事会で「令和８年度税制改正に関する
提言」が決議されたことを受け、荏原法人会と合同で、国と地方自
治体を対象とした税制改正要望活動を12月４日(木)に実施しました。
　当日は森澤区長、渡辺区議会議長の２名にお伺いし、提言をお渡
しするとともに、防災対策や再開発、補助金などに関する意見交換
も行いました。
　なお、石原衆議院議員は公務によりお会いできなかったため、両
会の事務局員が秘書の方に提言をお預けしました。

（要望内容〈要約〉は下記の通り）
※提言事項の全文は全法連ホームページ
　https://www.zenkokuhojinkai.or.jp/   をご覧ください。

『品川・荏原両法人会が税制改正要望活動を実施』
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★記事内容についてのお問合せは…
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税 務 コーナー

次ページもご確認ください
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お勧めお勧めお勧め

品川法人会よりインターネットセミナーのご案内

ID・パスワードは 会員 I D： パスワード：

一般社団法人　品川法人会のホームページから無料でセミナーがご覧いただけます

会員の方は600タイトル以上のセミナーが無料で受講できます

視聴は無料です

会員は専用 IDとパスワードを
入れてログインする事により多くの
コンテンツが視聴可能となります。
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楽しい税務研修会となりました ― 女性部会税務研修会 ―

経済を学び、懇親を深めました ― 青年部会年末研修会 ―

　12 月 5日 ( 金 )、品川法人会館において女性部会税務研
修会が開催されました。
　講師にお招きした品川税務署の清水大樹副署長より、『日
本産酒類の海外需要を開拓する国税庁の取組』をテーマに、
ユネスコの無形文化遺産に登録された日本のお酒や、酒税
についてお話しいただきました。
　税務研修会後の昼食会には、清水副署長を始め、品川税
務署の皆さまにもご参加いただきました。クリスマスらし
い装飾のほどこされた会場で、光のイリュージョニスト瞬
時さんの素晴らしいパフォーマンスを見ながらの楽しい昼
食会となりました。

記／広報委員　伊藤 由美子

講演された清水副署長 左から加藤幹事・大畠副部会長・
矢後部会長

昼食会は税務署の方とともに

税務研修会の様子

　12 月 12 日 ( 金 ) に開催された青年部会年末研修会では、
日本橋にある東京証券取引所および日本銀行金融研究所貨
幣博物館の見学を実施しました。
　東京証券取引所といえば、誰もが大勢の人が立ち会って
行う売買をイメージされるのではないでしょうか。しかし、
実際に現地に足を運んでみると、現在の取引はすべてオン
ラインで行われており、立会所には人の姿がほとんどない
ことに大変な驚きを覚えました。
　もちろん、かつては人が実際に取引を行っていました。
その時代には、指で銘柄を示しながらの活気ある売買が行
われていた様子を担当者から伺い、金融市場の仕組みが時
代とともに大きく変化してきたことを実感する機会となり
ました。
　また、貨幣博物館では、日本の貨幣の歴史を実物の古銭
を通して学ぶことができました。参加された皆様が、私達

に身近な貨幣の展示を興味深そうに眺めている姿が、大変
印象的でした。
　この２施設の見学は、金融や経済の成り立ちを身近に感
じられる場となり、経営者として有意義な体験となりました。
　その後、大崎駅前のお店で懇親会が行われました。今回
は全員着席という堅苦しいものではなく、さらに交流を深め
るべく立食も含めたリラックスしたスタイルで行われました。
　そのスタイルも功を奏したのか、初めて青年部会のイベ
ントに参加された多数の方も、多くの部会員と積極的に交
流される様子が見受けられました。
　懇親会のプログラム自体も良く準備されており、女性マ
ジシャンの催し物の他、ビンゴゲームでは、法人会協力各
社からご提供いただいた景品のお陰で大変盛り上がり、部
会員同士の親睦を一層深める時間となりました。

記／広報委員　久保 最希

東京証券取引所で記念撮影 懇親会の様子内容盛りだくさんのプログラム

光のイリュージョニスト
瞬時さん
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2025年7月に開業20周年を迎えた
「リストランテ・コージ・コルディアーレ」様

を突撃取材しました。

このお店・どんなお店

リストランテ・コージ・コルディアーレ

気取らずに利用できるリストランテ

青物横丁駅から徒歩
2分、旧東海道沿い。
隣接するパティス
リー・レ・サンク・
エピスは系列店の
ケーキ屋さん。こち
らもおすすめです！

【営業時間】
ランチ／11:30 ～15:00 (14:00L.O.)　カフェ／14:00 ～15:45
ディナー／18:00 ～23:00 (21:00L.O.)　日祝 20:00(L.O.)

【定休日】月 (祝日の場合翌火休 )

KOUJI Cordiale
ーリストランテ コージ コルディアーレー

品川区南品川 2-17-26-1F　 TEL:03-5461-3762
https://www.kouji-cordiale.com

アーチ型の窓が
素敵な店内。
料理歴 35年の
オーナーシェフ
中山さんと。

され続けています。テレビ出演も多数こなし、その実力と
情熱は折り紙付きです。
　コロナ禍の困難な時期に、品川法人会館前にある系列店
「パティスリー・レ・サンク・エピス」内に移転し、席数
を縮小しながらも、変わらぬ味と心温まるサービスを提供
し続けています。オーナーの中山さんは、「気軽に楽しん
でもらいたい」と笑顔で語り、誰もが気軽に訪れることが
できる場所を目指しています。
　皆様もぜひ気軽にお立ち寄りください！

記／広報委員　井田 達哉

　品川法人会の会員様の会社・お店に突撃取材するこの企
画、今回はなんと品川法人会館の目の前にある誇り高きイ
タリアンレストラン、リストランテ・コージ・コルディア
ーレ様にお邪魔しました！
　このお店は、青物横丁に本格的なイタリアンレストラン
がなかったことから誕生し、20 周年を迎えるまでに多く
の人々の心を掴んできました。
　創業者の中山浩次さんは、料理の道に情熱を燃やし、長
年の経験と技術をもってこの夢のレストランを築き上げま
した。店名の「コージ」はご本人のお名前から、「コルディ
アーレ」はイタリア語で「真心のこもった」という意味を
持ち、その名の通り心を込めたお料理と温かいおもてなし
を提供しています。
　中山さんは、料理学校卒業後に「レストランキハチ」で
修行を積み、その後銀座や横浜の一流イタリアンレストラ
ンでシェフとして腕を磨き続けてきました。 そして2005
年、ついに自身の夢を実現し独立。真心を込めた一品一品と、
居心地の良い空間づくりに全力を注ぎ、多くのファンに愛

この日のメニューから。
どのお料理も絶品でした！

＊＊＊
お客様に旬の食材を

楽しんでいただきたいので
季節ごとにお料理の内容を

変えているそう。

Instagramは
こちら
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◆優待制度加盟店舗には、この　
　ステッカーが貼ってあります。

◆品川法人会会員の皆様が優待制度店舗様・
　企業様等において会員優待カード（下）を提示
　することにより、割引等の優待サービスを受
　けることができる制度です。

会 員 優 待 制 度 に つ い て

会員優待制度　加盟店舗・企業について

タテ
６ cm

ヨコ
8 cm

●完全版下でお願いいたします。
●カラーで掲載いただけます。
●お送り頂きました原稿はご返却いた 
　しませんので、あらかじめご了承く
　ださい。

１コマのサイズ
（原寸見本）

「法人しながわ」に  　    を掲載しませんか？
現在ご覧いただいている「法人しながわ」に広告を掲載しませんか？　１コマ１万円（税込）より掲載
することができます。掲載のご希望やお問合せは、当会事務局までご連絡ください。お申込み後、
広告原稿を下記の要領にて、当会まで郵送またはメールにてお送りください。

一般社団法人 品川法人会　事務局広報担当まで　
〒140-0004 品川区南品川 2-7-6　TEL：03-3474-7449　FAX：03-3474-4579
E-mail：contact-4579@shinagawa-hojinkai.or.jp

お問合せ

広告広告

少しだけ
大きく

なりま
した！

ＱＲコードを読み取りますと、品川法人会ホームページ
＜ https://www.shinagawa-hojinkai.or.jp/yutai ＞ にて
優待加盟店リストをご覧いただけます。
(お使いの機種によっては表示されない場合がございます）

※優待制度の詳細、ご不明な点につきましては
　直接加盟店にお問い合わせください。
※メンバーズカードを紛失された場合は、
　再発行いたしますのでお申し出ください。( 実費100円負担 ）
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冬の朝
氷の柱をザクザ

クと

　子どもの頃、冬の朝の通学路でのちょっとした楽し
みがいくつかあったが、そのうちの一つが霜柱を踏む
ことだった。現代の都会っ子には意味が分からないだ
ろうが、あの踏んだときのサクサクまたはザクザクと
した感触が気持ちよく、みつけては踏んでいた。

　それにしても、霜はな
んとなくわかるが、霜柱
とは何だろう。どうして
あんな風になるのだろう
か。疑問が湧くので、少
し調べてみた。

　まず冷気により地表が凍ると、地中の水分が毛細管
現象で吸い上げられ、地表に出て冷気により凍る。す
るとさらに地中の水分を吸い上げ、この水分が凍る。
これを繰り返すことで柱状の氷ができるらしい。これ
が霜柱だ。地表よりも地中の方が温度が高いことが前
提となる。

　「薄氷」と書いて「うすらい」または「うすらひ」
と読むと春の季語となるようだが、水たまりに張った
薄い氷も、踏むとピシッと割れるのが面白かった。浅
い水たまりと思って踏むと思いのほか深く、靴をぬら
すなんてこともあった。
　寒さが厳しい朝、筆者のイナカでは川が凍ることも
あった。恐る恐る足をのせてみて、体重をかけても割
れないことを確認して両足をのせて立つことができる
と、冒険心やら達成感やらが満たされて勝ち誇ったよ
うな気分になった。
当然、氷が割れて水
に落ちるなんてこと
も少なからずあった。
今思うと危険なこと
をしていたものだ。

　そういえば、そんな寒い冬でも半袖半ズボンで過ご
す子供がいた。なぜそんなことをするのか疑問だが、
だいたいどの学年にも一人くらいはいた気がする。
　驚いたことに、現代でもそのような子を見かける。
誰かに強制されているとしたら大問題だが、どうやら
自由意思でやっているらしい。
　子どもは大人より体温が高く、また薄着で過ごすと
代謝が上がって健康に良いなどの考えもあり、大人と
比べて薄着になりがちではあるが、真冬に半袖半ズボ
ンはやりすぎに見える。それでも彼らは、我々にはわ
からない何かを得るのだろう。

　冬に限らないが、特に冬に多く見かけられた、鼻水
を垂らしている子を見る機会がだいぶ減った。青っぱ
なが出ていたり、鼻の下がこすりすぎて赤くなってい
たり、上着の袖が固まった鼻水でガビガビになったり
している子などはほとんど見ることがなくなった。
　これは、親の健康意識や衛生観念の向上によるもの
らしい。鼻水を放置すると中耳炎や副鼻腔炎になると
いう認識が広まり、早期に対処するのが一般的になっ
た。対処には耳鼻科への通院や自宅での鼻水吸引など
があるが、花粉症などによる耳鼻科の受診が当たり前
になり、また鼻水吸引器や空気清浄機などの改善や普
及も寄与していることだろう。
　そもそも青っぱなは膿性鼻汁（のうせいびじゅう）
といって副鼻腔炎、いわゆる蓄膿症の代表的な症状で
あり、放置しておいてよいものではなかった。そういっ
た知識も、情報化により普及したのだろう。見られな
くなって寂しい風物詩もあるが、子供たちの健康のた
めに「青っぱな」が見られなくなったことは喜ぶべき
だろう。

　地球温暖化の影響か、最近は暑い夏が終わったかと
思うといきなり冬になるような感覚がある。花粉症持
ちには春は恐ろしいものだが、日本の四季が変わって
いくのはやはり寂しいものだ。しかしこの流れは、そ
うたやすく変えられるものではないだろう。
　温暖化で暖冬が続くのかと思うとそうでもないよう
で、この冬の寒さは、地域や時期にもよるがおおむね
「平年並み」とのことだ。ただし、春の訪れは早い予
想らしい。
　春と秋が減って夏と冬ばかりになるのであれば、そ
れぞれの季節を楽しむしかない。都会ではあまり見る
ことができないが、もし霜柱をみつけたら、童心に返っ
て踏んでみてはいかがだろうか。

霜柱を踏む

寒い朝の通勤、通学と聞いて、あなたが思い浮かべるのは？　
霜柱、踏んだことありますか？

他の氷も踏む

鼻たれ小僧

薄着の子

記／鈴木 克博

冬を楽しむ
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今後の主な行事
日程 時間 行事 場所

2/26(木)

2/27(金)

3/2(月)

3/3(火)

3/4(水)
3/18(水)
3/26(木)

14:30

14:30

14:30

14:00

14:30
14:00
13:00

芝信用金庫不動前
支店

大崎第二
地域センター

きゅりあん

シティホール＆
ギャラリー 五反田
品川法人会館
品川法人会館
品川法人会館

東五反田・上大崎・
西五反田西北合同
支部税務研修会
西品川大崎支部
税務研修会
大井東・大井西合同
支部税務研修会
西五反田・西五反田東
合同支部税務研修会
東大井支部税務研修会
印紙税研修会
理事会

　今年度より広報委員会を担当させて頂くことになりま
した、品川法人会副会長の皆川祐一です。広報紙「法
人しながわ」は、会員の皆様の魅力的な活動を多くの方
に知っていただけるよう発信し挑戦してまいります。各ブ
ロック・支部・部会の活動については、動画配信なども
活用し、よりリアルな形でお届けしたいと考えております。
また、会員企業における日々の取り組みや新たな挑戦も
積極的に発信し、企業同士の交流や連携にも寄与できる
広報誌を目指してまいります。委員の皆様とともに、明
るく活気ある広報紙「法人しながわ」をつくってまいり
ますので、どうぞよろしくお願いいたします。

編　集　後　記

中小企業者向け省エネ促進税制 ～法人事業税・個人事業税の減免～
東京都では、中小企業者が地球温暖化対策の一環として行う省エネルギー設備等の取得を税制面から支援するため、都内
の中小規模事業所等において、特定の省エネルギー設備等を取得した場合に、法人事業税・個人事業税を減免しています。

「地球温暖化対策報告書」等を提出した中小企業者
・資本金１億円以下の法人等、個人事業者が該当します。

次の要件を満たすもの
①特定地球温暖化対策事業所等以外の事業所において取得されたもの
　・特定地球温暖化対策事業所等とは、３年連続消費エネルギー量 1,500kl 以上の事業所をいいます。
②「省エネルギー設備及び再生可能エネルギー設備」（減価償却資産）で、東京都が導入推奨機器として指定し
たもの＊（指定された導入推奨機器は、東京都のホームページで公表しています。）
　＊空調設備（エアコンディショナー、ガスヒートポンプ式冷暖房機）
　＊照明設備（ＬＥＤ照明器具、ＬＥＤ誘導灯器具）
　＊小型ボイラー設備（小型ボイラー類）
　＊再生可能エネルギー設備（太陽光発電システム、太陽熱利用システム）

設備の取得価額（上限 2,000 万円）の２分の１を、取得事業年度の法人事業税額又は取得年の所得に対して翌
年度に課税される個人事業税額から減免。ただし、当期事業税額の２分の１が限度
※減免しきれなかった額は、（法人）翌事業年度等、（個人）翌年度の事業税額から減免可

（法人）令和 13年３月 30日までに終了する各事業年度に設備を取得し、事業の用に供した場合に適用
（個人）令和 12年 12月 31日までに設備を取得し、事業の用に供した場合に適用

減免を受けるためには、事業税の納期限（申告書の提出期限の延長承認を受けている法人の場合は、その延長
された日）までに、減免申請書及び必要書類を提出してください。
なお、申請期限を過ぎますと減免を受けることができませんのでご注意ください。

対 象 者

対象設備

減 免 額

対象期間

減免手続

詳しくは東京都主税局ホームページ内
   「環境に関する軽減制度について」をご覧ください ! 主税局　環境減税 検索

＜中小企業者向け省エネ促進税制に関すること＞
○所管の都税事務所又は支庁の法人事業税・個人事業税担当
　【品川区の場合】品川都税事務所　（代　　表）03-3774-6666
○主税局課税部法人課税指導課 （法人事業税班）03-5388-2963
○主税局課税部課税指導課　　 （個人事業税班）03-5388-2969

＜地球温暖化対策報告書制度・導入推奨機器に関すること＞
○地球温暖化対策報告書制度　受付窓口   03-5388-3433
○導入推奨機器　　　　　　　　　　　　 03-5990-5087

お
問
合
せ
先

詳しい案内やＱ＆Ａも掲載しています。

2 月の都 税だより

記／広報委員会管掌副会長　皆川 祐一
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今回の問題は、ナンバープレースです。皆様のご応募おまちしております！
以下のルールに従ってナンプレを解き、A～Dのマスに入った数字を答えてください。

1タテ9列、ヨコ9列のどの列にも1～9の数字が 1つずつ入る。
2太線で囲まれた3×3の 9マスのそのブロックにも1～9の数字が 1つずつ入る。

ルール

出題／西尾　徹也

ナンバープレース第 77回

正解者の中から抽選で6名の方に正解者の中から抽選で6名の方に

クオカード1000円分を
プレゼント!

BA C D

No.602号  第29回　クロスマッス　正 解 発 表

＋ ＋
＋
× －

＋ ＋ ÷

＝
1

＝ ＝

× ＋

＋ ＝ 1÷

20 26

＝ 26

＝ 20Ａ

B

C

7 8 5

9 3 1

4 2 6

BA C
5 3 4

こたえ

応募総数／15通

正解者数／15通

7 9
7 5

3 6
8
7

7 5 6 1

5 42

1 2 3
2 7

9

8

7

Ａ

B

C

D

厳正な抽選の結果、下記の方々に
クオカードをお送りいたします。
おめでとうございます。

★横溝 和雄／㈱城南不動産サービス
★荒木 あゆか／㈱AKOMODERATE
★小林 瑠美／㈲小林ランドリー工場
★高田 雅彦／㈲高田企画
★長山 明博／みなみ商事㈱
★高瀬 ゆかり／NCD㈱

  （順不動・敬称略）
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次回の第604号は、2026年４月に
発行となります。
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応 募 方 法
郵便はがきに ①クイズの答え ②郵便番号 ③自宅住所 ④氏名 ⑤法人名 ⑥連絡先電話
番号 ⑦当誌に対するご感想 を明記の上、〒140-0004　東京都品川区南品川2-7-6 
一般社団法人品川法人会事務局までお送りください。なお、締め切りは2026年３月
６日(金）＜消印有効＞とさせていただきます。また応募はお１人様１通限りとさせ
ていただきます。たくさんのご応募、お待ちしております。

※はがき以外にも右記QRコードよりご回答いただけます。


